












 

 

議案第  ４１  号  

 

 

   専決処分の承認を求めることについて  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

承認を求める。  

  令和３年５月２０日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）が

令和３年３月３１日に公布され、同年４月１日等をもって施行

されたことに伴い、令和３年度以後の市民税、固定資産税及び

軽自動車税の賦課等について特に緊急を要したため、令和３年

３月３１日付けで専決処分したので、その承認を求めるためで

ある。  

  



 

 

専  決  処  分  書  

 

 流山市税条例等の一部を改正する条例の制定について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分する。  

  令和３年３月３１日  

流山市長   井  崎  義  治    

  



 

 

   流山市税条例等の一部を改正する条例  

 （流山市税条例の一部改正）  

第１条  流山市税条例（昭和２６年流山市条例第８号）の一部を次のよ

うに改正する。  

  第２３条第２項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者

及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加え

る。  

  第３５条の３の２第４項中「所得税法第１９８条第２項に規定する

納税地の所轄税務署長の承認を受けている」を「令第４８条の９の７

の２において準用する令第８条の２の２に規定する要件を満たす」に

改め、「次条第４項」の次に「及び第４７条の９第３項」を加える。  

  第３５条の３の３第１項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢  

１６歳未満の者に限る」に改め、同条第４項中「所得税法第２０３条

の６第６項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている」を

「令第４８条の９の７の３において準用する令第８条の２の２に規定

する要件を満たす」に改める。  

  第４７条の８第１項第１号中「本条、次条第２項及び」を「この

条、次条第２項及び第３項並びに」に改める。  

  第４７条の９に次の２項を加える。  

 ３  第１項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出

の際に経由すべき退職手当等の支払をする者が令第４８条の１８

において準用する令第８条の２の２に規定する要件を満たす場合

には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得申告書の提

出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所

得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することがで

きる。  

 ４  前項の規定の適用がある場合における第２項の規定の適用につい

ては、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書

に記載すべき事項を」と、「支払をする者に受理されたとき」と

あるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と、「受理された

時」とあるのは「提供を受けた時」とする。  

  第７３条の４第１号及び第２号中「同条第４項」の次に「又は第５

項」を加える。  



 

 

  附則第１条の３第１項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未

満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」

を加える。  

  附則第２条中「令和４年度」を「令和９年度」に改める。  

  附則第５条の３第３項中「附則第１５条第３０項第１号イ」を「附

則第１５条第２７項第１号イ」に改め、同条第４項中「附則第１５条

第３０項第１号ロ」を「附則第１５条第２７項第１号ロ」に改め、同

条第５項中「附則第１５条第３０項第１号ハ」を「附則第１５条第  

２７項第１号ハ」に改め、同条第６項中「附則第１５条第３０項第１

号ニ」を「附則第１５条第２７項第１号ニ」に改め、同条第７項中

「附則第１５条第３０項第２号イ」を「附則第１５条第２７項第２号

イ」に改め、同条第８項中「附則第１５条第３０項第２号ロ」を「附

則第１５条第２７項第２号ロ」に改め、同条第９項中「附則第１５条

第３０項第２号ハ」を「附則第１５条第２７項第２号ハ」に改め、同

条第１０項中「附則第１５条第３０項第３号イ」を「附則第１５条第

２７項第３号イ」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第３０項第

３号ロ」を「附則第１５条第２７項第３号ロ」に改め、同条第１２項

中「附則第１５条第３０項第３号ハ」を「附則第１５条第２７項第３

号ハ」に改め、同条第１３項中「附則第１５条第３４項」を「附則第

１５条第３０項」に改め、同条第１４項中「附則第１５条第３８項」

を「附則第１５条第３４項」に改め、同条第１５項中「附則第１５条

第３９項」を「附則第１５条第３５項」に改め、同条第１６項を次の

ように改める。  

 １６  法附則第１５条第４６項に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の１とする。  

  附則第６条の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令

和３年度から令和５年度まで」に改め、同条第８号中「附則第１９条

の３第４項」を「附則第１９条の３第５項」に改める。  

  附則第６条の２の見出し中「令和元年度又は令和２年度」を「令和

４年度又は令和５年度」に改め、同条第１項中「令和元年度分又は令

和２年度分」を「令和４年度分又は令和５年度分」に改め、同条第２

項中「令和元年度適用土地又は令和元年度類似適用土地」を「令和４

年度適用土地又は令和４年度類似適用土地」に、「令和２年度分」を



 

 

「令和５年度分」に改める。  

  附則第７条の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令

和３年度から令和５年度まで」に改め、同条第１項中「平成３０年度

から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に改め、

「加算した額」の次に「（令和３年度分の固定資産税にあつては、前

年度分の固定資産税の課税標準額）」を加え、同条第２項及び第３項

中「平成３０年度から令和２年度までの各年度分」を「令和４年度分

及び令和５年度分」に改め、同条第４項及び第５項中「平成３０年度

から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に改め

る。  

  附則第８条の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令

和３年度から令和５年度まで」に改め、同条中「平成３０年度から令

和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に改め、「定め

る率を乗じて得た額」の次に「。以下この条において同じ。」を、

「負担調整率を乗じて得た額」の次に「（令和３年度分の固定資産税

にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を加える。  

  附則第８条の２第１項中「場合の」を「場合における」に改め、同

条に次の１項を加える。  

 ４  令和２年度分の固定資産税について流山市税条例等の一部を改正

する条例（令和３年流山市条例第   号）による改正前の流山市

税条例（以下「令和３年改正前の条例」という。）附則第８条の

２第３項において準用する同条第１項ただし書の規定の適用を受

けた市街化区域農地に対して課する令和３年度分の固定資産税の

額は、前項の規定により算定した当該市街化区域農地に係る令和

３年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る令和２年

度分の固定資産税に係る令和３年改正前の条例附則第８条の２第

３項において準用する同条第１項ただし書に規定する固定資産税

の課税標準となるべき額を当該市街化区域農地に係る令和３年度

分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定

資産税額を超える場合には、当該固定資産税額とする。  

  附則第８条の３第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を

「令和３年度から令和５年度まで」に改め、「加算した額」の次に

「（令和３年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の



 

 

課税標準額）」を加え、同条第２項中「平成３０年度から令和２年度

までの各年度分」を「令和４年度分及び令和５年度分」に改める。  

  附則第９条中「同条第１項」を「附則第８条の２第１項（同条第３

項において準用する場合を含む。）又は第４項」に改める。  

  附則第１０条第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令

和３年度から令和５年度まで」に改め、同条第２項中「令和３年３月

３１日」を「令和６年３月３１日」に改める。  

  附則第１０条の２の２中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加

え、「令和３年３月３１日」を「令和３年１２月３１日」に改める。  

  附則第１０条の３第２項中「同条第２項」の次に「又は第３項」

を、「同条第４項」の次に「又は第５項」を加える。  

  附則第１１条第１項中「第５項」を「第８項」に改め、同条第２項

中「、当該軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車

税の種別割に限り」を削り、同条第３項中「この項及び次項」を「こ

の条」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から

令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条第４項中「、

当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動

車税の種別割に限り」を削り、同条に次の３項を加える。  

 ６  法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自

動車（自家用の乗用のものを除く。）に対する第７４条の規定の

適用については、当該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４

年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４

月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

 ７  法附則第３０条第７項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン

軽自動車（営業用の乗用のものに限る。）に対する第７４条の規

定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日



 

 

から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン

軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の

種別割に限り、第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

 ８  法附則第３０条第８項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン

軽自動車（前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用

のものに限る。）に対する第７４条の規定の適用については、当

該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽

自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月

１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第４項の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

  附則第１１条の２第１項中「第５項」を「第８項」に改める。  

  附則第２２条に次の１項を加える。  

 ２  所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス

感染症特例法第６条の２第１項の規定の適用を受けた場合におけ

る 附則 第 ３ 条 の ３ の２ 第 １ 項 の 規 定の 適 用 に つ い ては 、 同 項中

「令和１５年度」とあるのは「令和１７年度」と、「令和３年」

とあるのは「令和４年」とする。  

 （流山市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）  

第２条  流山市税条例等の一部を改正する条例（令和２年流山市条例第

１５号）の一部を次のように改正する。  

  第２条のうち、流山市税条例第４５条第１０項の改正規定中「第  

３２１条の８第５２項」を「第３２１条の８第６０項」に、「同条第

５２項」を「同条第６０項」に改め、同条第１６項の改正規定中「第

３２１条の８第６１項」を「第３２１条の８第６９項」に改める。  

  第２条のうち、流山市税条例第４６条第４項の改正規定中「「又は

第３１項」に」の次に「、「第４８条の１５の５第４項」を「第４８

条の１５の４第４項」に」を加える。  



 

 

  第２条のうち、流山市税条例第４７条の２の改正規定中「第４７条

の２第４項」を「第４７条の２第３項中「第４８条の１５の５第４

項」を「第４８条の１５の４第４項」に改め、同条第４項」に改め

る。  

  第２条のうち、流山市税条例附則第１条の２第２項の改正規定の次

に次のように加える。  

  附則第１条の２の２第１項中「及び第４項」及び「又は法人税法第

８１条の２４第１項の規定により延長された法第３２１条の８第４項

に規 定す る申 告 書の 提出 期限 」 を削 り、 同条 第 ２項 中「 又は法第  

３２１条の８第４項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間」

を削る。  

   附  則  

 （施行期日）  

第１条  この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

（１）第１条中流山市税条例附則第２条の改正規定  令和４年１月１日  

（２）第１条中流山市税条例第２３条第２項及び第３５条の３の３第１

項の改正規定並びに同条例附則第１条の３第１項の改正規定並び

に次条第３項の規定  令和６年１月１日  

（３）第１条中流山市税条例附則第５条の３第１６項の改正規定  特定

都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和３年法律

第   号）の施行の日  

 （市民税に関する経過措置）  

第２条  第１条の規定による改正後の流山市税条例（以下「新条例」と

いう。）第３５条の３の２第４項の規定は、施行日以後に行う同項に

規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の

提供について適用し、施行日前に行った第１条の規定による改正前の

流山市税条例（次項において「旧条例」という。）第３５条の３の２

第４項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべ

き事項の提供については、なお従前の例による。  

２  新条例第３５条の３の３第４項の規定は、施行日以後に行う新条例

第３５条の３の２第４項に規定する電磁的方法による新条例第３５条

の３の３第４項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適



 

 

用し、施行日前に行った旧条例第３５条の３の２第４項に規定する電

磁的方法による旧条例第３５条の３の３第４項に規定する申告書に記

載すべき事項の提供については、なお従前の例による。  

３  新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和６年度以後の年

度分の個人の市民税について適用し、令和５年度分までの個人の市民

税については、なお従前の例による。  

 （固定資産税に関する経過措置）  

第３条  別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関

する部分は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用し、

令和２年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。  

 （軽自動車税に関する経過措置）  

第４条  新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行

日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税

の環境性能割について適用し、施行日前に取得された３輪以上の軽自

動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の

例による。  

２  新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和３年度以

後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和２年度分まで

の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。  



議案第  ４２  号  

 

 

   専決処分の承認を求めることについて  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

承認を求める。  

  令和３年５月２０日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）が

令和３年３月３１日に公布され、同年４月１日等をもって施行

されたことに伴い、令和３年度以後の都市計画税の賦課につい

て特に緊急を要したため、令和３年３月３１日付けで専決処分

したので、その承認を求めるためである。  

  



専  決  処  分  書  

 

 流山市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙

のとおり専決処分する。  

  令和３年３月３１日  

流山市長   井  崎  義  治    

  



   流山市都市計画税条例の一部を改正する条例  

 流山市都市計画税条例（昭和３２年流山市条例第１号）の一部を次の

ように改正する。  

 附則第２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３８項」を「附則

第１５条第３４項」に改める。  

 附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３９項」を「附則

第１５条第３５項」に改める。  

 附則第５項の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和

３年度から令和５年度まで」に改め、同項中「平成３０年度から令和２

年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に改め、「加算した額」

の次に「（令和３年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画

税の課税標準額）」を加える。  

 附則第６項及び第７項中「平成３０年度から令和２年度までの各年度

分」を「令和４年度分及び令和５年度分」に改める。  

 附則第８項及び第９項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令

和３年度から令和５年度まで」に改める。  

 附則第１１項の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令

和３年度から令和５年度まで」に改め、同項中「平成３０年度から令和

２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に改め、「定める率

を乗じて得た額」の次に「。以下この項において同じ。」を、「負担調

整率を乗じて得た額」の次に「（令和３年度分の都市計画税にあつては、

前年度分の都市計画税の課税標準額）」を加える。  

 附則第１３項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度

から令和５年度まで」に改め、「加算した額」の次に「（令和３年度分

の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額）」を加

える。  

 附則第１４項中「平成３０年度から令和２年度までの各年度分」を「令

和４年度分及び令和５年度分」に改める。  

 附則第１７項中「第１３項、第１８項から第２２項まで、第２４項、

第２５項、第３７項から第３９項まで、第４２項から第４４項まで」を

「第１０項、第１５項から第１９項まで、第２１項、第２２項、第３３

項から第３５項まで若しくは第３７項から第３９項まで」に改める。  

   附  則  



 （施行期日）  

１  この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の流山市都市計画税条例の規定は、令和３年

度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和２年度分までの都

市計画税については、なお従前の例による。  
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議案第  ４４  号  

 

 

   監査委員の選任について  

 流山市監査委員に次の者を選任したいので、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求める。  

 

１  氏   名   坂巻  儀一  

２  住   所   流山市〇〇〇〇〇〇  

３  生年月日   昭和３７年〇〇月〇〇日  

  令和３年５月２０日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  議会議員のうちから選任した監査委員森亮二氏が令和３年５

月２０日をもって退任することに伴い、後任の監査委員を選任

するに当たり議会の同意を求めるためである。  

  



参考添付  

経      歴      書  

氏   名  坂巻  儀一   

現 住 所  流山市〇〇〇〇〇〇  

生 年 月 日  昭和３７年〇〇月〇〇日  

経   歴  

昭 56. 3    日本大学第一高等学校卒業  

昭 58.12 

 

有限会社坂巻興産  設立  

代表取締役  就任  

現在に至る。  

平 11.10 

 

現地法人ＰＴ．ＡＱＵＡ  ＰＡＣＩＦＩＣ  

ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ（インドネシ

ア  バリ島）設立  

 

 

平 19. 5 
 

流山市青少年補導員  

現在に至る。   

平 21. 5 

平 27. 5 

 
流山市観光協会会長  

平 27. 5 
 

流山市観光協会顧問  

現在に至る。   

平 27. 5  
流山市議会議員（１期目）  

 

令 元 . 5   

令 元 . 5  流山市議会議員（２期目）   

  現在に至る。   

 

 


